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オンライン（電子申請システム）での納付について

１）長崎県のホームページから長崎県電子申請システム

にアクセスします。

２）検索キーワードに「屋外」と入力し、

検索します。

３）「〔長崎県〕屋外広告業の登録手数料の納付手続き（新規・更新のみ）」を

選択します。

４）すでに利用者登録をされている方は

IDとパスワードを入力してログイン

してください。

まだ利用者登録が済んでいない方は

①から登録を行ってください。

５）利用規約を確認後、

②「同意する」をクリックします。

長崎県電子申請システム

屋外

②

①



６）申込画面の案内に従って必要情報を入力し、③「確認へ進む」をクリックします。

入力途中でも
下書き保存が可能です

７）入力情報に間違いがなければ、④「申込む」をクリックして申込完了です。

③

④



８）納付申込が完了すると、【受付完了メール】が届きます。

受付完了メールには、

・整理番号

・パスワード

・申込内容照会ページのURL

が記載されています。

９）URLをクリックします。

10）整理番号とパスワードを入力し、

⑤「照会する」をクリックします。

11）⑥オンライン決済のリンクをクリック

します。

⑤

⑥

〔長崎県〕屋外広告業の登録手数料の納付手続き（新規・更新のみ）



12）決済方法を選択し、⑦「支払いへ進む」をクリックします。

●クレジットカード決済

・VISA  ・JCB ・Mastercard

・AMERICAN EXPRESS

・Diners Club

●コード決済

・PayPay ・auPAY ・d払い

●コンビニ決済

（コンビニ店舗で現金払い）

⑦

●クレジットカード決済の流れ

１．決済方法で「クレジットカード」を選択

２．カード番号等を入力して支払い

●コード決済の流れ

【スマートフォンの場合】

１．決済方法で「コード決済（PayPay、auPAY、d払い）」を選択

２．コード決済アプリを操作して支払い（支払い方法は連携されます）

【パソコンの場合】

１．決済方法で「コード決済（PayPay、auPAY、d払い）」を選択

２．ID、パスワードでのログイン、又は画面に表示された二次元バー

コードをスマートフォンのコード決済アプリで読み取って支払い

※支払いの操作は各アプリの表示に従ってください

●コンビニ決済（番号払い）の流れ

１．決済方法で「コンビニ決済」を選択

２．支払コンビニを選択し、必要情報を入力して

「確認へ進む＞」をクリック

３．受付完了画面に移動して支払い時に必要な情報

（第1番号、第2番号）をメモし、操作を完了

※1つ又は2つの番号を使用しますが、

コンビニにより異なります

４．コンビニ端末で操作を行い、支払票等を出力

し、レジにて現金で支払う

〇クレジットカード
〇PayPay
〇au PAY
〇d払い
〇コンビニ決済



13）支払い操作後に「支払完了通知」メールが届きます。これで手数料の電子納付は

  完了です。

14）納付完了後について

【新規・更新登録の申請を電子申請システムで申請する場合】

納付前に新規・更新登録の申請を行っていればこれで手続きは完了です。

まだ新規・更新登録の申請を行っていなければ、申請を行ってください。

【新規・更新登録の申請を紙で提出する場合】

支払完了通知メール又は電子申請システムの申込詳細画面で、納付申込を行った手続

きの「整理番号」（12桁）を確認します。

申請書（様式第13号）にある納付方法欄の電子納付に を入れ、整理番号を記入し

て申請窓口へ提出（郵送）します。

※納付申込の整理番号は、記載誤りがあると
納付の確認が行えないためご注意ください。

納付方法

電子納付（整理番号： 11008800001 ）

□決済端末による納付（利用明細書貼付※）

□手数料納付書による納付（納付済証・照合票貼付※ ）

※別葉に貼付すること



①作成した申請書類を申請窓口

へ提出し、手数料連絡票を

受け取る

②手数料連絡票に申請者名を記入する

例）株式会社○○〇〇 

代表取締役 長崎太郎

③手数料連絡票を持って支払窓口へ向かう

※【申請窓口・支払窓口一覧】参照

④支払窓口に手数料連絡票を渡す

⑤手数料の支払いを行う

※キャッシュレス決済のみ

⑥利用明細書を

2枚（申請者控え、県提出用）

受け取る

⑦利用明細書の1枚を「手数料納付済申出書」

（様式第13号の別葉）に貼り付ける

⑧申請書（様式第13号）の納付方法欄にある

「決済端末による納付」に  を入れる

⑨申請窓口へ提出

●クレジットカード
・Visa  ・JCB  ・Mastercard
・American Express

・Diners Club

●電子マネー

・交通系IC ・nanaco
・WAON ・楽天Edy

●コード決済
・PayPay ・d払い
・auPay ・楽天Pay

窓口納付（決済端末による納付）について

納付方法

□電子納付（整理番号： ）

決済端末による納付（利用明細書貼付※）

□手数料納付書による納付（納付済証・照合票貼付※ ）

※別葉に貼付すること

〔手数料連絡票（A6サイズ）〕

〔手数料納付済申出書〕

〔利用明細書〕

※県提出用は
「納入者控」の
ゴム印が押され

ていない方

納入者控



地区 申請窓口 支払窓口 所在地（支払窓口） 支払方法

長崎

本庁
（土木部都市政策課）

本庁（2階売店） 長崎市尾上町3-1 キャッシュレス

長崎振興局
（建設部管理課）

長崎振興局（総務課） 長崎市大橋町11-1 キャッシュレス

浦上警察署 長崎市大橋町26-4 現金

県央
県央振興局
（建設部管理課）

県央振興局（総務課） 諫早市永昌東町25-8 キャッシュレス

島原
島原振興局
（建設部管理課）

島原振興局（総務課） 島原市城内1-1205 キャッシュレス

県北

県北振興局
（建設部建設管理課）

同 左
佐世保市木場田町3-
25

キャッシュレス

大瀬戸土木維持管理事務
所（管理班）

西海警察署
西海市大瀬戸町瀬戸樫
浦郷162-17

現金

田平土木維持管理事務所
（管理班）

五島

五島振興局
（建設部管理・用地課）

五島振興局（総務課） 五島市福江町7-1 キャッシュレス

五島振興局上五島支所
（建設部管理・用地課）

五島振興局上五島支所
（総務課）

南松浦郡新上五島町有
川郷578-2

キャッシュレス

壱岐
壱岐振興局
（建設部管理・用地課）

壱岐振興局（総務課）
壱岐市郷ノ浦町本村触
570

キャッシュレス

対馬
対馬振興局
（建設部管理課）

対馬振興局（総務課）
対馬市厳原町大字宮谷
224

キャッシュレス

対馬南警察署 対馬市厳原町中村633 現金

【申請窓口・支払窓口一覧】

・変更が生じた場合など最新の内容は、県のホームページでお知らせしますので、そちらで

ご確認ください。

・キャッシュレス決済では領収書の発行はできません。支払いの証明は、利用明細書、

クレジットカードの明細、コード決済の明細、電子マネーの明細をご利用ください。

・田平土木維持管理事務所では窓口納付は行っていません。オンラインでの納付または手数

料納付書による納付をご利用ください。

・長崎振興局、大瀬戸土木維持管理事務所、対馬振興局での申請の場合、警察署での現金納

付も可能です。なお、納付には手数料連絡票が必要ですので、一度申請窓口にお越しくだ

さい。



手数料納付書での納付について

①申請窓口へ電話連絡または送付状で手数料を納付書で納付したい旨を伝え、申請書類一式

と切手を貼った返信用封筒を郵送する（または納付書を窓口へ取りに行く）

②申請窓口から納付書が送られてきたら支払いを行う ※現金支払のみ

（コンビニのレジか金融機関の窓口）

←上半分を切り離してコンビニや

金融機関等の窓口にもっていく

収納印収納印

株式会社○○○○ 代表取締役 長崎 太郎

収納印

④申請書（様式第13号）の

別葉「手数料納付済申出書」に

納付済証と納付済証照合票を

貼り付け、申請窓口へ提出する

〔領収証書〕 〔納付済証〕
（申請者控え）

〔納付済証照合票〕

〔納付済証照合票〕〔納付済証〕

〔手数料納付書〕

〔手数料納付書〕

③収納印が押された

領収証書（申請者控え）と納付済証

を受け取る
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